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悪質クレーマー対策と消費者教育のあり方について

１．悪質クレームについて

  ＊現状は明確な定義をされていない。

  ＊度を過ぎるクレームは、悪質ではないか。

  ＊サービス業のクレーム対応者が大きなストレスを感じている。

２．ＵＡゼンセンの活動について

  ＊アンケート調査の概要（5万 3千件）
  ＊署名活動について（176万筆）

３．国の動向（厚生労働省）について

  ＊はたらき方改革法案での付帯決議（参議院）

   ・顧客や取引先からの著しい迷惑行為について関係者の協力のもとで更なる実態把

握を行うとともに、その対応策について具体的に対応すること。

  ＊労働政策審議会での協議が予定されている。

４．岡山市議会の動向

  ＊平成 30年 2月議会での対応
  ＊平成 30年 6月議会での対応

５．消費者教育のあり方について

  ＊悪質クレーマーにならない賢い消費者になる。



消費者教育推進計画に関する岡山市議会の状況

質問 答弁

・消費者教育推進計画の中で、消費者が加害者
にならないための新たな取り組みは。

・UAゼンセンの悪質クレーム実態調査結果もいろ
いろな地域協議会や出前講座の教材の一つとし
て活用いただけるか。

・加害者にならないための教育として、クーリング・
オフ制度の正しい理解やインターネット等を通じて
の誹謗中傷、マナーの問題等の教育について取
り組んでおり、一層向上させたいと考えている。

・消費者教育推進地域協議会の中でいろいろ協
議しながら新しい施策、取り組みも考えていきたい。

●平成３０年９月議会 おかやま創政会（髙橋雄大 議員）
消費者教育の推進とサービス産業での悪質クレーム対策について （質問）

●平成３０年２月議会 おかやま創政会 （髙橋雄大 議員）
消費者教育の推進とサービス産業での悪質クレーム策について （質問）

質問 答弁

・消費者教育推進計画に悪質クレーマー対策を
記載し、事業を強化すべきでないか。

・消費者教育の対象は、加害者にもならない教育
も含まれており、消費者としての責任について自
覚を促す事業を実施して参りたい。
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